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2005 年度に承認された JSA による技術支援のプロジェクト 
 

アフリカ 

受益国 分野 コミット額 内容 

アフリカ－複数国 金融政策及びオペレーショ

ン 

$257,000 長期アドバイザーの任期を延

長し、ブルンジ及びルワンダの

中央銀行における、金融部門

の成長分析及び流動性管理に

関する能力強化を支援。 

アフリカ－複数国 決済システム $273,000 地域長期専門家を派遣し、ボツ

ワナ、シエラレオネ及びスワジ

ランド当局による支払・決済シ

ステムの改革及び 新化を支

援。 

アフリカ－複数国 歳出管理 $273,000 ガーナを拠点とする地域長期

アドバイザーを派遣し、ガー

ナ、リベリア、ナイジェリア、シエ

ラレオネ、ガンビアにおける歳

出管理、特に支出抑制及び財

務報告の改善を支援。 

アフリカ－複数国 税務行政 $310,200 地域長期アドバイザーを派遣

し、ケニア、タンザニア、ウガン

ダ、及びその他の東アフリカ諸

国の歳入当局による税務行政

の構造的改善を支援。所得税

と VAT の管理の統合、高額納

税者事務所の強化、監査・執

行手続の整備を実施。 

アフリカ－複数国 関税行政 $155,100 地域巡回アドバイザーを派遣

し、東アフリカ諸国の関税当局

による関税行政の強化・ 新

化を支援。アドバイザーは、エ

チオピアでは、関税の改革戦

略及び税関業務のオートメーシ

ョン化、そしてケニア、タンザニ

ア、ウガンダでは、東アフリカ諸

国の関税同盟の合意事項を満

たすために必要な法制及び手

続の改正に重点を置く。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

    

アフリカ－複数国 マネーロンダリング及びテ

ロ資金対策(AML/CFT) 

$93,750 東部・南部アフリカ反マネーロン

ダリンググループ（ESAAMLG）

加盟国の司法当局者に対し、

AML/CFT 法の執行に関するワ

ークショップを開催。テーマは、

捜査技術、案件の起訴・裁判の

準備、没収、その他の権限など。 

アフリカ－複数国 AML/CFT $93,750 ESAAMLG 加盟国の司法当局

者に対し、AML/CFT 法の施行・

執行に関する第 2 回ワークショッ

プを開催。このワークショップは

初回の内容を基に実施し、マネ

ーロンダリングや関連する金融

犯罪の捜査・起訴、及び犯罪に

より得た資金の没収に関する実

際の側面について、理解を深め

る機会の提供を目的とする。 

アフリカ－複数国 データ公表基準 $462,100 地域長期アドバイザーの任期を

延長し、短期専門家及び研修に

対する出資を継続。ポルトガル

語圏の 4 カ国(アンゴラ、カーボ

ベルデ、モザンビーク、サオトメ

プリンシペ)における、一般データ

公表システム（GDDS）を枠組み

として使用するマクロ経済統計

の集計・公表能力の開発を支

援。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

アフリカ－複数国 複数部門統計 $257,000 長期駐在アドバイザーを派遣し、

コンゴ民主共和国及びコンゴ共

和国の政府機関が取り組む、経

済・財務統計の集計・公表に関

わる組織構造の整備、能力の強

化、及び GDDS への参加を支

援。 

アフリカ－複数国 データ公表基準 $70,000 IMF の 特 別 デ ー タ 公 表 基 準

（SDDS）の潜在的加盟者である

アフリカ各国の 26 名の参加者に

対し、SDDS（IMF 加盟国による

国際資本市場へのアクセスを可

能にする）の詳細な要件につい

て周知を図るための地域セミナ

ーを開催。 

アフリカ－複数国 ファイナンシャル・プログラ

ミング政策 
$93,750 中部アフリカ経済通貨共同体

（CEMAC）に加盟する 6 カ国及

び域内のその他の国からの参加

者約 30 名を対象に、マクロ経済

勘定、経済予測技術、マクロ経

済・構造問題を扱うコースを開

催。 
アンゴラ 金融関連法案 $51,700 短期専門家を派遣し、アンゴラ

当局が議会への提出を目指して

いる、国際的なベスト・プラクティ

スに沿った金融機関関連法案の

策定を支援。 
ボツワナ マクロ経済運営及び財政

政策 
$129,250 短期専門家を派遣し、ボツワナ

銀行におけるインフレ率のモデ

ル化及び予測、並びにその政策

立案を活用するための内部能力

の開発を支援。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

中央アフリカ共和国 税務行政 $180,950 短期専門家を派遣し、緊急に必

要となる税収の増加を達成する

ために、財務省が優先的に実施

する納税における法令遵守の改

善策を支援。監査・徴収を強化

し、納税者登録及び管理情報シ

ステムを改善。 

中央アフリカ共和国 歳出管理 $118,500 長期専門家を派遣し、財務省に

よる予算・財政機能の再建・強化

を支援。これらは 2000 年から

2003年にかけて国内の紛争によ

り中断していた。当座の重点事

項は予算の分類・編成、資金管

理及び予算の執行・管理・報告

である。 

COBAC－中部アフリカ諸

国金融委員会 

銀行監督 $136,500 長期アドバイザーの任期を延

長。COBAC に加盟する 6 カ国に

対し、規制の改訂、オフサイト監

督・オンサイト検査に関するスタ

ッフの研修を通じて、各国におけ

る銀行監督業務のさらなる強化

を支援。 

コンゴ民主共和国 中央銀行業務 $237,000 情報技術に関する長期専門家を

派遣し、コンゴ中央銀行（BCC）

による会計業務及び外国為替業

務のコンピュータ化を支援。その

ためのマスター・プランの作成、

ソフトウエアの試験・インストー

ル、新たな処理手続の導入、ス

タッフの研修を実施。 
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コンゴ民主共和国 中央銀行業務 $118,500 コンゴ中央銀行(BCC)に派遣さ

れた長期アドバイザーの任期を

延長し、中央銀行の主要業務

（貨幣発行、金融・外国為替業

務、銀行監督）、及び補助的業

務（中央銀行の会計、内部監査

及び情報技術システム）におけ

る能力強化を支援。アドバイザ

ーは、IMF や他のドナーが派遣

する専門家の業務の調整を図

り、支援を 大限に生かすと同

時に取り組みの重複を避ける。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

    

コンゴ民主共和国 歳出管理 $237,000 長期アドバイザーの任期を延

長し、予算・財政当局による

予算の編成・執行の改善に

対する支援を継続。さらに地

方レベルにおける歳出管理

能力の回復を支援。 

ガボン 不正行為対策 $70,000 短期専門家を派遣し、不当利

得撲滅ガボン国家委員会が

取り組む、効果的な財政情報

の開示制度の整備を支援。

そ の た め に 資 産 申 告 の 分

析、整理、ファイリング手法、

及び記録保管の行政的側面

に関するセミナーを開催。 

ケニア 金融関連法案 $25,850 短期専門家を派遣し、ケニア

当局による預金保険に関す

る法案の再策定、及び預金

保護基金委員会の役割強化

に必要な関連法案の見直し

を支援。さらに同委員会をケ

ニア中央銀行から独立した責

任を有する機関にするため

の取り組みを支援。 

MEFMI－東南アフリカ・マ

クロ経済研究所 
ファイナンシャル・プログラ

ミング政策 

$93,750 MEFMI に加盟する 10 カ国か

らの参加者に対し、ファイナ

ンシャル・プログラミングに重

点を置いたマクロ経済運営、

構造調整に関する地域コー

スを開催。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

ルワンダ 中央銀行監督 $118,500 長期アドバイザーの任期を 6
カ月延長し、ルワンダ中央銀

行による 新の内部監査部

門の整備を支援。支援は、内

部監査機構に関する戦略の

策定及び監査の概念、並び

にスタッフ研修（リスクベース

の監査、リスク評価、リスクが

業務に与える影響）に重点を

おいた内容。 

ルワンダ 中央銀行監督 $118,500 

 

 

ルワンダ中央銀行の長期アド

バイザーに対する出資をさら

に 6 カ月継続し、内部監査部

門の 新化を完了させる。特

に、監査の基本概念、リスク

の特定・評価、監査の実施に

ついて内部監査担当者に理

解させるための支援を実施。 

タンザニア 銀行及び中央銀行関連法

案 

$51,700 短期専門家を派遣。タンザニ

ア当局が取り組んでいる、タ

ンザニア銀行法（1995 年）及

び銀行金融機関法（1991 年）

の改正を支援。改正の目的

は、金融セクターに関する法

的枠組みを、ベスト・プラクテ

ィス及び国際基準に従ったも

のとするための改善、 新化

の推進である。 

WAIFEM－西アフリカ金融

経済運営研究所 

ファイナンシャル・プログラ

ミング政策 

$93,750 WAIFEM 加盟 5 カ国（ガンビ

ア、ガーナ、リベリア、ナイジ

ェリア及びシエラレオネ）から

の約 30 名の参加者に対し、

マクロ経済成長分析、マクロ

経済成長を推進するための

政策立案に関するセミナー

を、ガーナのアクラにおいて 2

週間にわたり開催。 
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WAIFEM ファイナンシャル・プログラ

ミング政策 

$93,750 WAIFEM 加盟 5 カ国（ガンビ

ア、ガーナ、リベリア、ナイジ

ェリア及びシエラレオネ）から

の約 30 名の参加者に対し、

マクロ経済成長分析、マクロ

経済成長を推進するための

政策立案に関するセミナー

を、ナイジェリアのアブジャに

おいて 2 週間にわたり開催。 

西アフリカ地域技術支援セ

ンター（AFRITAC） 

マイクロファイナンス(小口

金融)監督 

$273,000 西 AFRITAC を拠点とする地

域長期専門家の任期を延長

し、加盟 10 カ国における小口

金融機関（MFI）の監督強化

を支援。規制の改善、スタッ

フの研修、リスクベースの監

督制度及び MFI の業績監視

システムを開発。 
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アジア・太平洋 

受益国 分野 コミット額 内容 

アジア及び太平洋諸国 AML/CFT 手法 $93,750 アジア太平洋地域の金融セク

ターの監督者を対象に、金融

機関による AML/CFT の遵守

に関して、監督業務の具体的

側面に重点を置いたワークシ

ョップを開催。 

アジア及び太平洋諸国 税務行政 $115,000 アジア太平洋地域の 14 カ国

の税務担当者を対象に、高額

納税者部門（LTU）の管理及

び高額・多国籍納税者の監査

における技術強化を目指す

LTU に関する地域セミナーを

開催。 

アジア及び太平洋諸国 税務・関税関連法案 $155,100 短期専門家を派遣し、税務・

関税行政の強化・改善に向け

た法案策定を支援。法整備を

通じて、カンボジア、ラオス、

ベトナム、東チモール、トンガ

における税収の増加を図る。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

アジア及び太平洋諸国 中央銀行及び中央銀行関

連法案 

$258,500 短期専門家を派遣。アジア太

平洋地域各国における金融

関連法の改善を支援し、これ

らの法を国際的に認知された

基準やベスト・プラクティスに

従う内容とする。以下の分野

における新法の策定、及び既

存の法令の改正についてガ

イダンスを提供する：中央銀

行法、銀行法、その他の金融

関連法令（破産法、支払・決

済法、預金保険制度など）、

中央銀行とその他の金融機

関の内部規則。第１回目の

支援要請をブータン、モルジ

ブ、ネパール、スリランカから

受けている。 

アジア及び太平洋諸国 国際収支及び対外債務統

計 

$70,000 ブルネイ・ダルサラーム、カン

ボジア、インドネシア、ラオ

ス、ミャンマー、ベトナムの統

計担当者に対し、国際収支

及び国際資産負債残高統計

に関する地域コースを開催。

コースの目的は、国際取引報

告制度（ITRS）の使用及び対

外債務要綱の厳守による統

計精度の向上である。 

アジア及び太平洋諸国 データ公表基準 $70,000 SDDS に対する理解を促進

し、詳細な要件を周知させる

ことを目的とする地域コース

を、アジア太平洋地域の潜在

的な SDDS 加盟者を対象に

実施。13 カ国からの政府関

係者約 34 名、4 つの地域機

関が参加する予定。 

バングラデシュ 中央銀行業務 $77,550 短期専門家を派遣。バングラ

デシュ中央銀行が取り組む、

金融管理及び対外報告に必

要な信頼性の高い金融デー

タの整備に求められる基本

的な会計制度改革を支援。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

バングラデシュ 銀行再構築 $25,850 短期専門家を派遣。バングラ

デシュ中央銀行が取り組む、

国営商業銀行（NCB）4 行の

再構築の監督、特に民営化

に向けた手続の遵守状況の

監視における能力強化を支

援。 

バングラデシュ 金融市場の発達 $103,400 短期専門家を派遣。バングラ

デシュ中央銀行（BB）が取り

組む、様々な金融機関が国

債を取引する証券市場の活

性化を支援。支援の重点は、

証券市場の監督業務におけ

る BB の役割の明確化、手形

交換・決済制度の確立、市場

操作に関するガイドラインの

作成。 

バングラデシュ 中央銀行業務 $25,850 短期専門家を派遣し、BB に

おけるリスクベースの内部監

査の実施、及びスタッフ研修

準備のためのスタッフの能力

評価、並びにこの分野におけ

る開発プログラムの準備を支

援。 

ブータン 為替法令 $25,850 短期専門家を派遣し、ブータ

ン王立財政庁による新たな

外国為替規制、規則、手続の

策定を支援。既存の規制項

目の強化、規制構造の 新

化、手続の簡素化、将来的な

改正に備えた枠組みの整備

を実施。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

カンボジア 中央銀行業務 $77,550 短期専門家を派遣し、カンボ

ジア国立銀行（NBC）による

内部監査及び内部管理を推

進するための戦略プランの実

施を支援。支援では、NBC に

新たに設置する内部監査部

のスタッフに対する研修、内

部監査手順マニュアルの作

成を実施。 

カンボジア 銀行監督 $25,850 短期専門家を派遣。各銀行

が作成するプルデンシャル・

レポートに示される金融情報

を収集するためのデータベー

スを整備し、NBC によるオフ

サイト監督能力の強化を支

援 。 こ の デ ー タ ベ ー ス は 、

NBCによる監督業務プログラ

ムの優先順位の決定を容易

にするものであり、また、早期

警告システムの基盤にもな

る。 

カンボジア 銀行監督 $51,700 短期専門家を派遣し、NBC を

支援。銀行検査官に対して、

銀行検査のあらゆる側面・段

階に関する詳細な指示及び

職場内研修を提供し、オンサ

イト検査プログラムの強化を

図る。さらに銀行検査官が使

用するマニュアルやガイドラ

インを見直し、改善のための

勧告を作成する。 

カンボジア 中央銀行業務 $77,500 短期専門家を派遣し、NBC
による銀行局の業務強化を

支援。専門家は、銀行局に関

する診断的調査を実施し、そ

の弱点及び非効率な面を指

摘。さらに NBC を支援し、銀

行部の 新化に向けた戦略

プランを策定。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

カンボジア 歳出管理 $240,000 財務担当の長期駐在アドバ

イザーを派遣し、カンボジア

経済財務省による財政改革

を支援。新たな勘定科目一

覧表の導入、非税収管理の

た め の 新 た な 仕 組 み の 整

備、財政業務のコンピュータ

化における構想計画の策定

を実施。 

カンボジア 税務・関税行政 $387,750 短期専門家を派遣。貧困削

減・成長ファシリティ（PRGF）

が支援する技術支援行動計

画に基づき実施される改革プ

ログラムに対する、租税局及

び関税局の取り組みを支援。

税務行政においては、監査

及 び 納 税 者 サ ー ビ ス の 改

善、情報システムのコンピュ

ータ化に重点を置く。関税行

政においては、WTO 加盟の

要件を満たすことを目指した

通関手続の改善、密輸摘発

の強化、2005 年に全国的に

配置予定のコンピュータシス

テムの整備に重点を置く。 

カンボジア 歳出管理 $237,000 経済財務省に派遣している

財務担当長期駐在アドバイ

ザーの任期を延長。この間の

支援では、新たな勘定科目

一覧表及び予算分類の実

施、 終的に単一口座とする

ことを目標とした政府の銀行

口座数の削減、政府の取引

における銀行システムの利

用の増加、未払い金の削減、

財政報告の改善に重点を置

く。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

カンボジア 複数部門統計アドバイザー $118,500 長期アドバイザーの任期を延

長。政府の当該局（国立統計

庁、計画省、カンボジア国立

銀行、経済財務省）による、

国際基準に従ったマクロ経済

統計の収集、集計、公表能力

の強化に対する支援を継続。

改善の優先分野は、対外取

引及び直接投資統計、実体

部門統計、政府財務統計で

ある。 

中国 マネーロンダリング及びテ

ロ資金対策(AML/CFT) 

$308,500 巡回専門家を派遣し、中国当

局による、国際基準及びベス

ト・プラクティスに従った健全

な AML/CFT の法的・制度的

枠組み整備を支援。支援で

は、AML/CFT 法の策定・執

行において当局に協力し、機

能性の高い金融情報部門を

設置。さらに 1 週間の研修ワ

ークショップを開催。 

中国 外国為替・金融オペレーシ

ョン 

$70,000 中国－IMF 合同研修プログ

ラムの一環として、中国人民

銀行のスタッフに対して、金

融・外国為替オペレーション

に関するワークショップを大

連で開催。本ワークショップで

は、金利の調整、インフレ予

測 、 中 央 銀 行 の 情 報 発 信

（communication）などの金融

政策の枠組み強化の重要性

について協議。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

中国 ファイナンシャル・プログラ

ミング政策 

$50,000 中国－IMF 合同研修プログ

ラムの一環として、ファイナン

シャル・プログラミング政策に

関するワークショップを大連

で開催。コースの目的は、マ

クロ経済政策及び構造改革

に対する参加者の理解の向

上を図ることである。 

中国 財政・マクロ経済運営 $50,000 中国－IMF 合同研修プログ

ラムの一環として、マクロ経

済運営及び財政問題に関す

るコースを大連で開催。コー

スでは、税制、歳出政策、財

務管理、社会基盤整備・成

長、公営企業の改革・民営化

などの財政政策及びマクロ経

済運営における重要項目を

扱う。 

フィジー 金融セクター監督 $77,550 短期専門家を派遣し、当局が

取り組む、保険業界の監督に

おける現状の問題点の評価

を支援。 新のオンサイト検

査・オフサイト分析手法を導

入し、フィジー国立積立基金

の業務における潜在的リスク

の特定に努める。 

インドネシア 中央銀行業務 $155,100 短期専門家を派遣し、インド

ネシア中央銀行による支店

の再編を支援。支援は以下

の 4 段階で実施：(1)提案され

ている再編案の要素・原則の

確認 (2)詳細な作業プログラ

ムの策定 (3)再編の実施 (4)
目的が達成されているか確

認するための、フォローアッ

プ評価の実施。 

インドネシア 歳出管理 $51,700 短期専門家を派遣。地域の

財務事務所が管理する銀行

口座の一本化に関するタイム

テーブルを作成し、財務省及

び イ ン ド ネ シ ア 中 央 銀 行

（BOI）が取り組む、国庫の単

一口座システムの整備を支

援。地方の財務事務所にお

ける支払い手順を整備する

ための計画の策定、国庫支

払の自動化及び報告システ

ムの詳細の決定を進める。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

    

インドネシア 財政管理 $51,700 短期専門家を派遣し、当局が

取り組む政府口座の合理化

による 新の財政業務形態

の導入、及び国庫単一口座

システムの整備を支援。税金

の送金・支払い手続を改善

し、地域財務事務所を再編。

アチェの再建・復興のための

津波支援金を配分する財務

支払い・会計事務所開設の

実現のためにも支援を提供。 

ラオス人民民主共和国 銀行監督 $155,100 短期専門家に対する出資を

継続。ラオス中央銀行が取り

組む、オンサイト検査・オフサ

イト監督、関連法令の改正・

執行、国営商業銀行の再構

築の監督に重点を置いた、銀

行の規制及び監督強化を支

援。 

モルジブ 金融政策及びオペレーショ

ン 

$51,700 短期専門家を派遣。モルジブ

金融庁（MMA）の流動性予

測・管理能力を強化し、より

市場ベースの効率的な金融

政策が実施できるよう支援。 

モンゴル 歳出管理 $155,100 財政部門の短期専門家に対

して、さらに資金を援助。当

局が取り組む、機能性の高

い国庫単一口座の運営、政

府の財務情報システムと新

たな財務手続との整合性の

確保、必要な財政関連法・規

制の立案、財政当局におけ

る内部監査・管理の強化を支

援。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

ネパール 金融政策及びオペレーショ

ン 

$77,550 短期専門家を派遣し、ネパー

ル中央銀行（ネパール・ラスト

ラ銀行）による以下の取り組

みを支援：(1)通貨のリザーブ

ターゲットを達成するための

金融オペレーション実施能力

の開発 (2)金融市場の流動

性を監視するための情報シ

ステムの整備 (3)財務省との

金融・債務管理の調整。  

ネパール 中央銀行業務 $25,850 短期専門家を派遣。国際財

政報告基準に従った報告制

度の整備に加え、必要なスタ

ッフ養成プランを作成し、ネパ

ール・ラストラ銀行が取り組

む会計手続・管理の強化を

支援。 

ネパール 中央銀行業務 $51,700 短期専門家を派遣し、ネパー

ル・ラストラ銀行（NRB）によ

る内部監査の強化を支援。

機能に関するリスクベースの

評価において求められる監

査業務の実施、及び必要な

スタッフ研修プログラムの計

画を進める。 

ネパール 金融関連法案 $25,850 短期専門家を派遣し、ネパー

ル当局を支援。中央銀行が

効果的に商業銀行や預金受

入れ機関を監視するための

法的基盤となる銀行・金融機

関法令の 終案を作成。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

太平洋島嶼国 データ公表基準 $358,200 GDDS を枠組みとして使用

し、統計システムにおける持

続的改善を目指す太平洋地

域の GDDS プロジェクトに対

する出資を継続。プロジェクト

における助言の提供や研修

は、JSA が出資する PFTAC
の経済・金融統計部門の地

域アドバイザーが管理。 

PFTAC－太平洋金融技術

支援センター 

租税政策及び税務・関税

行政 

$273,000 フィジーの PFTAC に拠点を

置く地域アドバイザーの任期

を延長し、加盟国における税

制の改革、及び税務・関税行

政改革のためのプログラム

の実施に対する支援を継続。

キリバツ、ソロモン諸島、トン

ガ、ツバルにおいては VAT の

導入・実施、キリバツ、マーシ

ャル諸島、ニウエ、パラオ、ソ

ロモン諸島、トンガ、ツバルに

おいては関税情報システム

のコンピュータ化、フィジー、

キリバツ、パラオ、ソロモン諸

島、ツバルにおいては税務・

関税に関する法案の再起案

を支援。 

PFTAC－太平洋金融技術

支援センター 

複数部門統計 $273,000 PFTAC を拠点とする経済・金

融統計部門の地域アドバイ

ザーの任期を延長。加盟国

における様々な経済・金融統

計の収集、集計、公表に関す

る能力強化に対する支援を

継続。支援は、助言のための

視察や研修を通じて行われ、

管理、統計整備の基盤、優先

順位の設定など、様々な問

題を対象とする。 

PFTAC－太平洋金融技術

支援センター 

税務行政 $70,000 太平洋島嶼国税務行政協会

第 2 回年次総会に参加する

太平洋島嶼国（PIC）の政府

関係者 25 名の費用を負担。

同総会は、PICの税務担当者

間の協調・協力関係を促進

し、新たな税務行政システム

を導入するためのプログラム

の実施における問題につい

て、経験の共有、理解の向上

を図ることを目的としている。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

フィリピン 銀行監督 $237,000 長期駐在アドバイザーの任

期を延長。フィリピン中央銀

行銀行による監督能力の強

化に対する支援を継続し、リ

ス ク 重 視 の 調 査 手 法 の 採

用、及び検査専門官養成コ

ースの整備を実施。 

フィリピン 国際収支及び対外債務統

計 

$25,850 巡回専門家の任期を延長し、

中央銀行が取り組む、2003
年度国際基準の遵守に関す

る報告書の勧告に従った国

際収支統計の改善を支援。

支援では、交通・貨物輸送サ

ービスの評価研究・調査の開

始、直接投資調査の整備、出

典が異なるデータの調整など

を実施。 

スリランカ 金融セクター監督 $237,000 長期駐在アドバイザーを派遣

し、スリランカ保険委員会に

よる国際的なベスト・プラクテ

ィスに従った効果的な保険監

督制度の導入を支援。支援

の対象は、政策・規則整備、

生命保険・損害保険の監督、

保険仲立業者・代理店の監

督、スタッフの研修である。 

スリランカ 銀行監督 $258,500 巡回専門家を派遣し、以下の

取り組みを通じて、スリランカ

中央銀行の銀行監督機能の

強化を支援：(1)既存の銀行

システムにおける弱点の特

定 (2)銀行監督を強化するた

めの技術をスタッフに教育

(3)銀行部門に対するストレス

テスト実施の枠組みの整備。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

STI－シンガポール地域研

修所 

マクロ経済分析及び政策 $237,000 長期専門家の任期を延長し、

マクロ経済運営、統計の方法

論、金融セクターの問題、加

盟国において 近関心を集

めているテーマに関する様々

な側面について、STI の後援

によるコースやセミナーにお

いて研修を実施。 

STI－シンガポール地域研

修所 

マクロ経済分析及び政策 $118,500 長期専門家の任期を延長し、

マクロ経済運営、統計の方法

論、金融セクターの健全性・

透明性、加盟国において

近関心を集めているテーマに

関する様々な側面について、

STI の後援によるコースやセ

ミナーにおいて研修を実施。 

タイ 銀行監督 $237,000 長期駐在アドバイザーの任

期を延長し、タイ中央銀行が

取り組む国際的なベスト・プラ

クティスに従った銀行監督政

策・手続の改善に対する支援

を継続。アドバイザーは、強

化された監督制度の整備・実

施、問題のある銀行の監督

マニュアルの作成、早期警告

システムの整備推進、オフサ

イト監督の担当者用の資料・

マニュアルの改正に重点を置

く。 

東チモール 中央銀行決済 $59,250 銀行・決済当局（BPA）決済

副部長のアドバイザーの任

期を延長。BPA が取り組む、

機能性の高い国内決済シス

テムの整備、これらの機能を

遂行できる中央銀行の設立

準備を支援。費用の 2 分の 1
は国連が負担。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

東チモール 中央銀行勘定 $77,550 短期巡回専門家を派遣し、銀

行・決済当局長官に対し、石

油基金の設立に関連する会

計、監査、財務報告問題につ

いて助言を提供。 

東チモール 中央銀行業務 $237,000 長期駐在アドバイザーを銀

行・決済当局（BPA）長官に対

して派遣。アドバイザーは、

近就任したチモール人の

長官に対し、中央銀行の広

範な業務、及び 2005 年に実

施される BPA から本格的な

中央銀行への移行に必要な

準備について支援を提供。 

東チモール 中央銀行決済 $118,500 BPA 決済副部長の長期駐在

アドバイザーの任期を 6 カ月

延長。この延長は、特に 2005
年に予定されている BPA の

中央銀行への移行に関して、

チモール人の決済副部長を

支援するために実施される。 

東チモール 銀行監督 $77,550 巡回専門家を派遣し、BPA の

中央銀行への移行に関して、

近就任したチモール人の

BPA の監督副部長を支援。

支援においては、必要な手続

マニュアルを作成。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

東チモール 金融セクター監督 $51,700 巡回専門家を派遣し、BPA の

保険監督業務の整備につい

て監督副部長を支援。保険

分野における BPA のプルデ

ンシャル規則の整備、手続の

文書化、マニュアルの作成を

実施。 

東チモール 中央銀行組織 $51,700 組織・人材分野の巡回専門

家を派遣。 近就任したチモ

ール人の BPA 事務局長に対

し、特に 2005 年に予定されて

いる BPA の中央銀行への移

行に伴う管理・人事部の強化

の推進を支援。 

東チモール 財政管理 $237,000 駐在の財務アドバイザーを派

遣。新たに就任したチモール

人の財務長官に対し、支出

管理、決済、政府銀行口座の

管理、政府会計の維持、財政

報告の作成、特に石油基金

に統合された石油収入の管

理などの重要な機能の遂行

について支援を提供。 

バヌアツ 金融政策及びオペレーショ

ン 

$77,550 巡回専門家を派遣し、バヌア

ツ準備銀行による金融政策

及びオペレーションの強化を

支援。そのために短期流動

性予測を改善し、準備高管

理、外国為替取引の効率化

を図る。 

ベトナム 銀行規制及び監督 $77,550 巡回専門家を派遣し、ベトナ

ム国立銀行が取り組む、銀

行規制・監督の改善における

重要分野に関する診断的調

査の実施、及び必要な改革

の実施に向けた優先順位を

考慮した計画の策定を支援。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

ベトナム 金融政策及びオペレーショ

ン 

$232,650 巡回専門家を派遣し、ベトナ

ム国立銀行による以下の取

り組みを支援：(1)インフレタ

ーゲット制及び完全市場ベー

スの金融オペレーションを採

用する際の必須条件の特定

(2)指針・実施プランの策定

(3)ベトナムにおけるドル化の

進捗及びその金融政策に対

する影響の見直し。 

ベトナム 税務行政 $206,800 巡回専門家に対する出資を

継続。税務当局による自己評

価試験プロジェクトの新たな

地域税務事務所への拡大、

新たな研修の実施、自己評

価のための既存のコンピュー

タシステムの強化を支援。 

ベトナム 税務行政 $103,400 専門家の任期を 4 カ月延長

し、税務当局及び財務省を支

援。税務行政及びベトナムに

おけるコンピュータ化の改革

に対する資金を調達するた

めにマルチドナー基金に提出

する、資金獲得の戦略的・協

力的な改革プランの策定を支

援。 

 

 

中央・西ヨーロッパ  

受益国 分野 コミット額 内容 

アルバニア 金融政策 $237,000 長期駐在アドバイザーを派遣

し、アルバニア銀行を支援。

2007 年までに金融政策の枠

組みとして、インフレターゲッ

トを採用するための能力強化

を図る。支援の重点は、必要

とされる組織改革、モデル化

や予測システムの整備、イン

フレターゲット（inflation index 

target）の設定値の選択、金

融政策の広報に関する戦略

の立案。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

コソボ 中央銀行業務 $237,000 コソボ銀行・決済当局（BPK）

総裁に対する出資を継続し、

コソボにおける健全な金融シ

ステムの継続的な成長の確

保に努める。BPK による健全

な金融制度の維持及び小口

支払における銀行の役割の

強化を推進し、地元スタッフ

が BPK の管理部門に就任す

るための能力育成に対する

支援を継続。 

コソボ 複数部門統計 $237,000 長期アドバイザーの任期を延

長し、統計庁による国民経済

計算統計の作成、及び銀行・

決済当局による国際収支統

計作成のための能力育成に

対する支援を継続。アドバイ

ザーは、特に国際基準に従っ

た統計データの収集、集計、

報告システムの立案・整備、

及びコースや職場内研修に

よる指導に対して支援を提

供。 

 

 

東ヨーロッパ ・中央アジア 

受益国 分野 コミット額 内容 

アゼルバイジャン 国民経済計算統計 $51,700 巡回専門家に対する出資を

継続し、4 半期毎に作成され

る国民経済計算に使用され

るデータソース・技術の改善

に関して国家統計委員会を

支援。専門家は、この分野に

ついて職場内研修を実施。 

東欧及び中央アジア－複

数国 

財政管理 $133,500 ロシア連邦財務省に派遣さ

れている財政担当の長期駐

在アドバイザーの任期を延長

し、ロシアの財政改革プロジ

ェクト、特に新たな勘定科目

一覧表の作成、ファイナンシ

ャル・プランニング及び資金

管理システムの構築、金融管

理情報システムの構築、発生

主義会計の導入を支援。アド

バイザーは、アルメニア、キ
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ルギス共和国、リトアニアに

おいて進行中の財政改革プ

ロジェクトを支援する地域財

政アドバイザーとしての役割

も果たす。 

 
 

受益国 分野 コミット額 内容 

    

東欧及び中央アジア－複

数国 

歳出管理 $136,500 地域歳出管理アドバイザーを

派遣し、域内各国に対して

様々な支援を提供。アルメニ

アでは、非営利組織の監視

のための新たな勘定科目一

覧表・制度を導入。アゼルバ

イジャンでは、石油収入を管

理するための新たな予算制

度法・規則を執行。グルジア

では、国庫の単一口座を整

備し、会計に関する改革プロ

ジェクトを策定。ウズベキスタ

ンでは、財務省の設置を準備

し、予算制度法を改正。 

東欧及び中央アジア－複

数国 

国民経済計算統計 $70,000 独立国家共同体（CIS）各国

からの約 30 名の参加者に対

し、国民経済計算統計に関す

る 2 週間にわたる地域セミナ

ーを開催。コースでは、理論

面・実践面の双方を取り上げ

る。このコースは、ロシア中央

銀行の協力を受けて企画。 

グルジア 銀行監督 $237,000 長期駐在専門家を派遣し、グ

ルジア銀行が取り組む、銀行

部門の成長に合わせたより

一層高度な銀行監督業務を

実施するための能力開発を

支援。支援の重点は、問題の

ある銀行の監督及びその解

決、銀行免許の付与及び認

可、預金保険機構の準備。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

モルドバ 物価統計 $103,400 巡回専門家を派遣し、統計社

会局による以下の取り組みを

支 援 ： (1) 消 費 者 物 価 指 数

（CPI）及び生産者物価指数

（PPI）の集計に使用されるデ

ータの精度の改善 (2)CPI 及

び PPI の集計に使用される統

計技術の健全性の改善 (3)

適宜報告するシステムの整

備。 

ロシア 予算管理 $39,500 予算部門のアドバイザーの

任期を 2 カ月延長。2005 年の

予算編成に関して財務省が

段階的に実施する主な改革

を支援。新たな予算分類の

統合、実績予算編成手法の

導入、予算編成手続の合理

化（読会の回数を 4 回から 3

回に削減）を実施。 

ウズベキスタン 歳出管理 $39,500 長期アドバイザーの任期を 2
カ月延長。財務省が取り組

む、財政改革に必要な規制

制度の立案、及び政府財政

管理情報システムの仕様の

終決定を支援。 

 

 

IMF－複数地域 

受益国 分野 コミット額 内容 

IMF－複数地域 国際収支及び対外債務統

計 

$30,000 世界銀行主催の、各国及び

国際機関におけるデータの

使用・集計担当者を対象とす

る送金に関する国際セミナー

に参加する、開発途上国の

国際収支の担当者の費用を

援助。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

IMF－複数地域 データ公表基準 $70,000 証 券 投 資 残 高 共 同 調 査

（CPIS）に参加した（またはそ

の潜在的影響力から判断し

て参加が望まれた）小規模経

済 ・ 国 際 金 融 セ ン タ ー

（SEIFiCs）の政府関係者を対

象に、3 日間のワークショップ

を開催。ワークショップは、こ

れらの国における証券投資

資産の把握、情報収集の改

善、及び IMF に適宜報告す

る体制の整備を目指すもの

である。 

IMF－複数地域 国際資本市場へのアクセ

ス 

$77,550 短期専門家を派遣。アンゴ

ラ、インドネシア、ベトナム当

局による、投資家の国際資本

市場へのアクセスを改善する

ための投資家向け情報プロ

グラムの整備を支援。 

IMF－複数地域 資本市場の監視 $259,700 長期専門家及び短期専門家

を派遣し、以下の取り組みを

支援：(1)政府によるバランス

シートリスクの監視を支援す

るためのバランスシートリスク

指標（BSRI）モデルの整備

(2)2 カ国でモデルを試験的に

実施 (3)アジア、ラテンアメリ

カ、CIS の一部の国の政府関

係者を対象とするワークショ

ップにおけるモデルの紹介。 

IMF－複数地域 マクロ経済運営及び構造

調整 

$500,000 IMF のウィーン合同機関にお

ける研修プログラムへのアジ

アからの参加者に対し、出資

を継続。参加者の多くは、経

済プログラムを履行している

国の出身者であるが、これら

のプログラムは、マクロ経済

運営の改善や市場経済への



 

28 

移行の推進を目指したマクロ

経済の不均衡の是正、また

は構造改革の実施を目的と

している。 

IMF－複数地域 マクロ経済運営 $500,000 国 際 金 融 情 報 セ ン タ ー

（JCIF）と共同で、アジア及び

CIS 各国の上級政府職員を

対象に、「マクロ経済運営及

び日本の経済発展に関する

ハイレベルセミナー」を開催。 

 

 

中東 

受益国 分野 コミット額 内容 

アフガニスタン 複数部門統計 $237,000 現在カブールに駐在する長

期アドバイザーへの出資を継

続。中央統計庁、アフガニス

タン中央銀行、財務省が取り

組む、国際基準に従った基本

的なマクロ経済統計を集計・

公表するための組織構造及

び業務能力の整備・改善を支

援。特にこれらの統計に重要

なデータソースの整備に重点

を置く。 

ヨルダン 税務行政 $103,400 巡回専門家に対する出資を

継続し、以下の取り組みを支

援：(1)2004 年に設置された

高額納税者部門の効率的運

営の確保 (2)中額納税者事

務所の設置準備 (3)小額納

税者に関する税務行政の簡

素 化 に 向 け た計 画 の 策 定

（4）機能ベースの総合的な税

務局本部設置の完了 （5）管

理情報システムの整備。  
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METAC-中東地域技術支

援センター 

銀行監督 $273,000 METAC に拠点を置く地域長

期アドバイザーを派遣。加盟

国の銀行監督分野における

能力育成すると共に、他の技

術支援ニーズを特定し、それ

に対処する。アドバイザー

は、商業銀行に対する認可、

オンサイト検査、オフサイト監

督、有効な法制度や規制枠

組みの整備などの、監督・規

制業務に重点を置く。支援

は、当該国への視察、及び国

内研修や地域ワークショップ

などを通じて提供する。地域

アドバイザーは、他の短期専

門家による支援の促進・調整

を図る。 

METAC-中東地域技術支

援センター 

税務・関税行政 $273,000 METAC を拠点とする地域長

期アドバイザーを派遣し、加

盟国による歳入管理改革（税

務システム改革、新たな組織

編成、管理手続、情報システ

ムの整備など）の計画・実施

を支援。加盟国に対する直接

的な支援の提供に加え、アド

バイザーは、IMFや他の技術

支援機関による支援の提供

を促進し、これらの取り組み

の効果的な調整を図る。 

METAC-中東地域技術支

援センター 

資本市場の開拓 $136,500 長 期 専 門 家 を 派 遣 し 、

METAC 加盟国における資本

市場開拓の強化を支援。当

初の支援はリビア、スーダン

における資産負債管理、リビ

ア、スーダン、イエメンにおけ

る投資環境の整備、リビア、

スーダン、イエメンにおける国

内資本市場の開拓に対して

提供される。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

中東－複数国 マネーロンダリング及びテ

ロ資金対策(AML/CFT) 

$50,000 短期専門家を 2 名派遣し、

近設立された AML/CFT に関

する中東・北アフリカ金融活

動作業部会の加盟国による

以下の取り組みを支援：（1）

AML/CFT 法・規則に関する

新の国際基準に対する理

解の向上 （2）法案作成、研

修 の 実 施 、 金 融 情 報 機 関

（FIU）設置に関する技術支

援ニーズの評価 （3）2005 年

4 月に開催される技術支援フ

ォーラムに先立つ、技術支援

質問票の作成。 

シリア・アラブ共和国 銀行監督 $98,750 長期アドバイザーの任期を 5

カ月延長し、シリア中央銀行

による新たな銀行規則の導

入、国際基準に従った新たな

会計システムの整備、銀行監

督業務に関するスタッフ研修

を支援。 

 

 

西半球 

受益国 分野 コミット額 内容 

ベリーズ 銀行監督及び規制 $118,500 長期駐在アドバイザーを派遣

し、ベリーズ中央銀行による

銀行監督業務、及び IMF が

2003 年に実施したオフショア

金融センター（OFC）評価で

検出された主な弱点の対処

に 必 要 な 規 制 の 強 化 を 支

援。支援は、システミック・リ

スクの監視、監督責任の強

化、プルデンシャル規則の見

直し・調整、リスクベースの監

督、オフサイト・オンサイト監

督 、 マ ネ ー ロ ン ダ リ ン グ
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（AML）問題、スタッフ研修・

確保を対象とする。 

 

受益国 分野 コミット額 内容 

CAMC-中米通貨会議 データ公表基準 $103,400 短期専門家を派遣。CAMC

加盟国に対し、GDDS（及び

IMF の 公 表 基 準 掲 示 板

（DSBB）に載せられたメタデ

ータ）に本格的に参加するた

めの実体経済セクター及び

金融セクターのメタデータの

整備・確立を支援。専門家

は、改善を必要とする分野に

おける行動計画の開始につ

いても支援。 

CEMLA-ラテンアメリカ通

貨研究センター 

国際収支及び対外債務統

計 

$50,000 ラテンアメリカにおける SDDS

加盟国及び GDDS 参加国か

らの参加者に対し、外貨準備

高及び外貨の流動性に関す

るセミナーを開催。セミナーで

は、外貨準備高及び外貨の

流動性に関する統計の集計・

公表などの理論的原則に対

する理解の向上を図り、実際

の集計方法や、各国におけ

る経験・問題などを議論。 

ECCB-東カリブ中央銀行 金融セクター監督 $206,800 巡回専門家を派遣。ECCB に

よる銀行監督のほか、その他

金融機関、及び 2004 年の金

融システム安定性評価にお

いて推奨されたオフショア金

融機関の監督を支援。専門

家は、加盟国・地域において

ノンバンクやオフショア金融

機関の監督を行う機関に対し

て、監督技能及び監視能力

の強化を図るECCBの取り組

みについても支援。 

ニカラグア 税務行政 $237,000 長期駐在アドバイザーの任

期を延長。ニカラグア歳入局
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（DGI）による改革プログラム

における成果の強化（本部機

能の再構築、新たな高額納

税者部門（LTU）の設置、新

たな手続の整備）、及び他の

重点分野（電子ファイリング・

銀行間の決済システム、新た

な納税者特定番号システム、

中央データベースによるコン

ピュータ化された税務行政、

監視・実施を補助するコンピ

ュータ化された規格、税務官

に関する新たな人材資源政

策）の改革の立案・実施を支

援。 
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受益国 分野 コミット額 内容 

西半球－複数国 通貨･金融統計 $70,000 ラテンアメリカのスペイン語圏

の加盟国における当該機関

の 高幹部に対し、「通貨・

金融統計の集計ガイド」に関

するセミナーを開催。セミナー

では、集計ガイドに加え、IMF

の通貨・金融統計マニュアル

（MFSM）、及び IMF の国際

金融統計に公表されるデータ

の報告に必要な標準報告様

式（SRF）についても取り上げ

る。 

西半球－複数国 通貨･金融統計 $93,750 中南米のスペイン語圏の加

盟国に対し、通貨・金融統計

に関する 3 週間の地域コース

を開催。同コースは、参加者

が IMF の MFSM に基づく方

法・手続を習得し、主要なマ

クロ経済統計システムとの関

連について理解を深め、これ

らの統計を経済分析、ファイ

ナンシャル・プランニング、通

貨政策に活用できることを目

的とする。 

ベネズエラ 債務管理 $25,850 短期専門家を派遣し、財務省

による債務管理の強化を支

援。そのために、債務の 適

ポートフォリオ（国内 vs 国外、

変動 vs 固定、外貨 vs 自国通

貨）を提案し、 適ポートフォ

リオ構造に至るステップにつ

いて助言を提供。 

 
 

 


